
北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要綱（以下「要綱」

という。）に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 要綱第４条第１項第３号に規定する解体事業者等とは、建設業法（昭和２４年

法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業

に係る同法第３条第１項の許可を受けた者（建設業法等の一部を改正する法律（平成２

６年法律第５５号）附則第３条第２項の規定により解体工事業に係る建設業法第３条第

１項の許可を受けた者とみなされる者を含む。）又は建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項の規定により解体工事業の登

録を受けた者とする。 

２ その他本要領における用語の意義は、要綱に定めるところによる。 

 

（補助事業の対象） 

第３条 要綱第３条の２第２号に規定する要領で定める要件は、老朽空き家等の状態に

ついて別表に定める補助対象建築物判定表に基づく評点の合計が５０点以上である

こととする。（ただし、故意に破壊等された老朽空き家等の部分を除く。） 

 

（補助対象となる基準額） 

第４条 要綱第４条第２項第２号に規定する基準額とは、延べ面積に面積基準単価を乗

じた額とする。 

２ 前項の延べ面積は、原則として固定資産課税台帳記載事項証明書に記載のある床面

積の合計とし、平方メートルを単位として定め、小数点以下を切り捨てる。 

３ 第１項の面積基準単価は、１平方メートルあたり１５，０００円とする。 

  ただし、除却に必要な車両等の進入が困難で機械による解体ができないと認められ

る場合は、１平方メートルあたり２４，０００円とする。 

４ 前項の面積基準単価は、必要に応じて見直すこととする。 

 

（事前相談） 

第５条 要綱第５条第１項に基づき、事前相談をしようとする者は、次の各号に掲げる

書類を添付しなければならない。 

（１） 位置図 

（２） 現況写真 

 

（交付の申請） 

第６条 要綱第６条に規定する補助金の交付申請において添付する書類は、次の各号に

掲げる書類とする。 

（１） 老朽空き家等の位置図（付近見取り図） 
（２） 老朽空き家等の配置図、車両進入道路から当該敷地までの道路の概要（方位、



道路の幅員、敷地形状、建築物・樹木・門・塀等の位置が記載されたもの） 
（３） 固定資産課税台帳記載事項証明書（土地・家屋用）で建築年の記載されたもの 
（４） 補助事業に要する経費が確認できる見積書の写し 
（５） 見積相手方の解体事業者等が第２条第１項の許可等を有していることを証する

書類の写し 
（６） 現況写真（建築物の全景写真及び第３条で定める要件に該当することが確認で

きる写真） 
（７） 納税証明書（市税の滞納がないことの証明で、申請日から３ヶ月以内に発行さ

れたもの） 
（８） 誓約書（様式第１５号） 
（９） 戸籍謄本（補助金交付申請者が老朽空き家等の所有者の法定相続人であること

の確認が必要な場合に限る） 
（１０） 補助金交付申請同意書（様式第１６号。要綱第２条第３号ウ、エに定める所

有者等の場合に限る。） 
（１１） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
 

（補助事業の変更） 

第７条 要綱第８条１項に規定する補助事業の変更申請に添付する書類は、次の各号に

揚げる書類とする。 

（１） 前条に規定する書類のうち変更となるもの 

（２） 前号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 要綱第８条１項に規定する軽微なものとは、補助金の額に変更が生じないものとす

る。 

３ 前項の軽微な変更が生じる場合は、すみやかに軽微な変更届（様式第１７号）に次

の各号に揚げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。 

（１） 前条に規定する書類のうち変更となるもの 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（完了報告） 

第８条 要綱第９条に規定する完了報告に添付する書類は、次の各号に掲げる書類とす

る。 

（１） 老朽空き家等の除却前、除却後の写真及び第４条第３項ただし書に該当する

場合は除却中の写真 

（２） 収支計算書（様式第１８号） 

（３） 解体事業者等に請け負わせたこと及び除却に要した額を確認できる書類（解

体事業者等の発行する請求書、領収書等）の写し 

（４） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（補助金の請求） 

第９条 要綱第１１条第１項に規定する補助金の請求に添付する書類は、次の各号に掲

げる書類とする。 



（１） 北九州市会計関係帳票規則第１０号様式 

（２） 補助事業に要した経費を解体事業者等へ支払ったことが確認できる書類（領

収書等）の写し 

（３） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（申請の受付期間） 

第１０条 補助金の交付申請の受付は、前期及び後期の２期に分けて行う。ただし、別

表に定める補助対象建築物判定表に基づく評点の合計が７５点以上の老朽空き家等

の補助金の交付申請の受付は、予算の範囲内において、年間を通して行うものとする。 

 

（代理受領） 

第１１条 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、第８条第１項

第３号に規定する書類として、解体事業者等が発行する補助金の額を明示した補助

事業に要した経費の請求書の写しを添付しなければならない。 

２ 解体事業者等が補助金の請求を行う場合は、代理受領に係る補助金請求書（様式第

１９号）に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 代理受領に係る委任状（様式第２０号） 

（２） 北九州市会計関係帳票規則第１０号様式 

（３） 補助事業に要した経費から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し 

（４） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、代理受領に係る補助金請求書に基づき、当該請求に係る補助金を代理受領

者に交付するものとする。 

４ 補助金事業者及び解体事業者等は、代理受領に係る関係書類を整理し、補助金の交

付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

（様式） 

第１２条 要綱に規定する様式は、次の表のとおりとする。 

要 綱 名 称 別 記 様 式 

第５条第１項 事前相談申出書 様式第１号 
第６条第１項 補助金交付申請書 様式第２号 
第６条第３項 補助金交付決定通知書 様式第３号 
第６条第５項 補助金不交付決定通知書 様式第４号 
第７条 補助事業着手届 様式第５号 
第８条第１項 補助金交付変更申請書 様式第６号 
第８条第２項 補助金交付変更決定通知書 様式第７号 
第９条 除却完了報告書 様式第８号 
第１０条 補助金額確定通知書 様式第９号 
第１１条第１項 補助金請求書 様式第１０号 
第１２条第３項 補助金交付決定取消通知書 様式第１１号 
第１２条第３項 補助金交付決定一部取消通知書 様式第１１号の２ 

第１３条第１項 補助金交付申請取下げ書 様式第１２号 



第１４条第３項 補助金申請等事務代行届 様式第１３号 

第１５条第２項 補助金返還命令書 様式第１４号 
 

２ 本要領に規定する様式は、次の表のとおりとする。 

要 領 名 称 別 記 様 式 

第６条第１項第８号 誓約書 様式第１５号 

第６条第１項第１０号 補助金交付申請同意書 様式第１６号 

第７条第３項 軽微な変更届 様式第１７号 

第８条第１項第２号 収支計算書 様式第１８号 

第１１条第２項 代理受領に係る補助金請求書 様式第１９号 

第１１条第２項 代理受領に係る委任状 様式第２０号 

 

付 則 

この要領は、平成２６年６月１日から施行する。 

 付 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 付 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 付 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 付 則 

この要領は、令和元年５月７日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 



別表（要領第３条関連） 

補助対象建築物判定表 

　①建築物の倒壊等するおそれがあるか否か

・構造材が破損している

・構造材が腐朽している

・基礎に複数箇所ひび割れがある

・基礎が破損している

・構造材が欠損している

・構造材が数箇所腐朽している

・基礎が破断、数箇所破損している

・建築物の傾きが1/60以上1/20未満である

・構造材の腐朽が著しい

・建築物が崩落・崩壊している

・建築物の傾きが1/20以上である

・基礎が壊れ上部構造を支えきれない

　②屋根等が脱落、飛散等するおそれがあるか否か

・剥落又はずれがある

・著しい剥落又はずれがある

・全体的に波打っている

・穴があいている

・構造材又は下地材が露出している

・大きく変形している

　③外壁等が脱落、飛散等するおそれがあるか否か

・構造材又は下地材が露出している

・構造材又は下地材が著しく露出している

・下地材が破損し穴があいている

・構造材又は下地材が著しく破損している

　④屋外附帯設備等が脱落、転倒等するおそれがあるか否か

・破損又は脱落している

・腐食している

・転倒している

・腐食、破損又は脱落している

・傾きが1/60以上1/20未満である

・著しく腐食、破損又は脱落している

・傾きが1/20以上である

　⑤接道状況の悪い敷地上にあるか否か

塀　　　・　　　擁壁　　　・　　　樹木　　　・　　　附属屋

　　　　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合計

/

調査日 記入者 備考

状態・判定項目 評点

接道

敷地に接する道路の幅員が２ｍ未満である敷地

15
敷地に接する道路が階段状である敷地

道路に接する間口が２m未満である敷地

その他これらに類するものとして市長が認める敷地

25

④－2 屋外階段、バルコニー

低 15

高 25

④－1 看板､給湯設備､屋上水槽等
低 15

高

部位 状態・判定項目 評点

外壁

低 下地の露出しているもの 15

中
著しく下地の露出しているもの、

25
又は穴を生じているもの

高 著しい損傷が見られるもの

著しく変形したもの 50

50

部位 状態 判定項目 評点

部位 状態 判定項目 評点

屋根

低 一部に剥落又はずれがあるもの 15

中 著しい剥落又は変形があるもの 25

高

部位 状態 判定項目 評点

基礎

・

土台

・

柱

・

はり

低 注意が必要なもの 25

中 将来的な倒壊のおそれのあるもの 50

・不同沈下により基礎の相当部分が宙に浮いている

高 倒壊の危険のあるもの 100

 


